
令和 5 年度 第 50 回豊見城市ソフトボール大会開催要項 

  

１．主  催 特定非営利活動法人 豊見城市体育協会 

豊見城市体育協会ソフトボール専門部 

２．期  日 令和 5 年 5 月 14 日（日）・21（日） 

３．会  場 瀬長島野球場  

４．試合開始 第一試合 午前 9時 00分 

５．参加資格 (1) 本市に現住所か本籍を有すること。 

(2) 現住所と本籍が異なる場合、又は行政区が異なる場合は本人の希望によりいずれかのチー

ムより参加できる。但し、二チームにまたがっては参加できない。 

(3) 豊見城市で選抜されたら沖縄県民体育大会に参加できる方。 

(4) 市で選抜され県民大会へ出場しなかった選手は次年度の大会出場を認めない。 

(5) 上記各項に違反したチームは、大会中なら没収、大会終了後判明した場合は次年度の出場

を認めない。 

(6) 傷害保険に加入していること。（加入していないものは斡旋します。一人 100 円徴収） 

６．競技方法 字又は自治会対抗のトーナメントとする。 

７．申込方法 本大会に参加するチームは、所定の申込書に参加料 2,000 円をそえて 5 月 2 日(火)午後 5 時ま

でに体育協会に提出すること。 

 市体育協会事務局 ☎ 850-3279 ＦＡＸ 850－3760 

※様式は HP よりダウンロードも可能です。http://www.tomitaikyou.org/ 

※申し込みはメールでも受け付けます。 tomitai01@tomitaikyou.org 

８．監督会及 (1) 監督会は令和 5 年度 5 月 11 日（木）午後 7 時より豊見城市中央公民館１階会議室で行う 

び抽選会 (2) 試合組み合わせは監督会において抽選で決める。 

９．表彰方法 (1) 優勝チームには優勝旗・賞状を、準優勝チームには賞状を授与する。 

(2) 個人賞 ： 最高殊勲選手賞、殊勲賞、優秀選手賞、敢闘賞 各賞 1 名ずつ 

  決勝進出したチームより選出 

10．運営方法 体育協会役員及び審判員で構成、大会運営にあたる。 

11．試合方法 (1) 試合開始宣言後、10 分待っても選手の集まらないチームは、試合を没収し相手チームに

勝利を与える。 

(2) イニングは、7 イニングとする。（ただし、70 分を越えて新しいイニングには入らない。なお、決

勝戦についてはその限りではない） 

(3) 70 分を越えて同点の場合は延長ルールを適用する。(ただし、決勝戦についてはその限りではない。) 

(4) 得点差によるコールドゲームは 3 回以降 4 回までは 10 点差、5 回以降 7 点差とする。 

(5) 日没、降雨コールドゲームは 3 回以降とする。なお、延長戦は、タイブレーク(無死走者 2

塁、継続打者)とし得点の多いほうが勝ちとする。 

(6) シートノックは行わない。 

(7) 参加チームが 3 チーム以下の場合開催について再協議を行う場合もある。 

 

 

 

 

 

 

裏面につづく→ 

http://www.tomitaikyou.org/
mailto:tomitai01@tomitaikyou.org


12．その他  (1) 各チームユニフォーム着用のこと。 

       (2) 登録選手以外の選手の出場は認めない。 

       (3) 試合中抗議(プロテクト)できるものは、監督と主将に限る。 

       (4) 本大会は、この大会要項を適用し、2023 年度日本ソフトボール協会オフィシャルルール

を準用する。 

       (5) 試合球は公認３号球ゴム製を使用する。 

       (6) バットはソフトボール３号バットを使用すること。 

       (7) 開会式に参加しないチームは失格とする。(9 名以上) 

       (8) その他必要があれば運営委員が協議して決める。 

 

特定非営利活動法人 豊見城市体育協会ホームページ 

 

アドレス：http://www.tomitaikyou.org/ 

http://www.tomitaikyou.org/

